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野
　
間
　
文
　
史

は
じ
　
め
　
に

六
朝
か
ら
唐
朝
に
か
け
て
の
時
代
は
、
漢
語
史
の
上
で
「
中
古
漢
語
」
　
の
時
代
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
志
村
良
治
氏
『
中
国
中

世
語
法
史
研
究
』
(
三
冬
祉
　
芯
∞
告
　
で
は
、
王
力
氏
『
漢
語
史
稿
上
冊
』
(
科
学
出
版
社
-
巴
3
　
の
、

上
古
時
代
　
　
西
暦
紀
元
四
世
紀
以
前
、
五
胡
の
中
国
侵
入
以
前

中
古
時
代
　
　
川
世
紀
か
ら
一
二
世
紀
、
南
宋
の
前
半
ま
で

近
　
　
代
　
　
三
.
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
、
ア
へ
ソ
戦
争
ま
で

現
　
　
代
　
　
二
十
世
紀
、
五
四
運
動
以
後

と
す
る
時
代
区
分
に
ほ
ぼ
拠
り
つ
つ
、
さ
ら
に
六
朝
時
代
を
「
中
古
前
期
」
(
N
N
O
～
巴
3
、
唐
一
代
を
中
古
後
期
(
巴
∞
～
若
里
と
い
う

よ
う
に
中
古
時
代
を
二
分
し
、
「
中
古
」
期
の
下
限
を
五
代
ま
で
と
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
ま
た
太
田
辰
夫
氏
『
中
国
語
史
通
考
』
(
白
帝
社
　
旨
∞
∞
)
　
で
は
、

上
古
第
1
期
　
商
(
殿
)
　
周
　
　
第
2
期
　
春
秋
戦
国
　
　
　
第
3
期
　
漢

中
古
第
4
期
　
貌
菅
南
北
朝
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近
古
第
5
期
　
唐
五
代
　
　
　
第
6
期
　
宋
元
明
　
　
近
代
第
7
期
　
清
　
　
現
代
第
8
期
　
民
国
以
降

の
よ
う
に
時
代
区
分
す
る
。
し
た
が
っ
て
志
村
氏
よ
り
は
太
田
氏
の
方
が
「
中
古
」
期
の
指
す
範
囲
が
狭
い
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
六
朝
時
代
は
古
代
漢
語
の
変
質
期
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、
中
国
語
学
尊
家
に
お
お
む
ね
一
致
し
た
見
方
の
よ
う

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
変
質
の
内
容
と
は
、
志
村
氏
(
前
蘭
書
一
三
頁
)
に
よ
れ
ば
、

漢
語
の
歴
史
に
お
け
る
中
世
の
時
代
、
い
わ
ゆ
る
「
中
古
漢
語
」
が
全
体
と
し
て
、
そ
れ
自
身
の
ま
と
ま
り
を
持
ち
、
前
後
の
時
代

に
対
し
、
充
分
首
肯
さ
れ
う
る
特
殊
性
を
示
す
こ
と
は
た
し
か
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。
ご
く
代
表
的
な
こ
の
時
期
の
語
法
上
に
お
け

る
特
色
を
言
え
ば
、
複
音
節
語
彙
の
増
加
、
繋
辞
「
是
」
の
発
生
、
使
成
複
合
動
詞
の
成
立
、
介
詞
「
把
」
「
烙
」
に
よ
る
賓
語
の

提
前
、
「
被
」
の
字
を
用
い
る
受
動
表
現
の
発
生
、
接
辞
の
発
達
、
す
な
わ
ち
接
頭
辞
「
阿
～
」
接
尾
辞
「
～
子
」
「
～
兄
」
な
ど
の

発
生
を
た
だ
ち
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
は
、
特
に
「
口
語
」
を
反
映
す
る
新
し
い
文
体
・
形
式
が
あ
ら
わ
れ
、
語
彙
・
語
法
の
面
で
も
種
々
の

変
化
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。

さ
て
そ
れ
で
は
、
中
古
漢
語
の
資
料
と
し
て
何
を
利
用
す
る
の
か
。
志
村
氏
は
主
と
し
て
『
世
説
新
語
』
・
『
遊
仙
窟
』
・
「
敦
焙
変
文
」

の
三
種
を
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
太
田
氏
と
同
様
、
「
中
古
」
期
を
隋
朝
以
前
に
区
分
す
る
牛
島
徳
次
氏
『
漢
語
文
法
論
(
中

古
編
)
』
(
大
修
館
書
店
-
笥
-
)
　
に
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
有
る
。

本
稿
で
い
う
「
中
古
」
　
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
貌
晋
六
朝
時
代
」
　
を
さ
す
が
、
貌
の
初
年
(
A
.
D
.
N
N
O
)
　
か
ら
陳
の
末
年

(
A
,
D
,
豊
里
　
に
到
る
ま
で
の
約
三
七
〇
年
間
に
お
け
る
「
漢
語
」
　
の
文
法
を
研
究
す
る
場
合
、
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
研
究

対
象
と
な
る
文
献
資
料
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
期
に
著
作
さ
れ
た
書
物
は
非
常
に
多
い
が
、
同
一
人
物
の
手
に
成
る
も
の
で
、

か
な
り
の
分
量
を
持
ち
、
し
か
も
「
話
し
」
　
の
場
面
を
も
理
解
し
や
す
い
も
の
と
な
る
と
、
適
当
な
も
の
は
、
そ
う
多
く
は
な
い

(
七
～
八
頁
)
。
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そ
の
結
果
、
採
用
さ
れ
た
資
料
は
以
下
の
通
り
。

1
、
後
漢
書
一
二
〇
巻
　
宋
　
苑
嘩
　
(
〕
㌶
～
念
巴

2
、
三
国
志
　
　
六
五
巻
　
晋
　
陳
壽
　
(
N
U
U
～
N
笥
)

三
国
志
注
　
　
宋
　
装
松
之
(
∽
㌶
～
畠
-
)

3
、
宋
書
　
一
〇
〇
巻
　
梁
　
沈
約
　
(
監
N
～
巴
巴

4
、
南
辞
書
　
　
五
九
巻
　
梁
　
茄
子
顧
(
念
の
～
巴
き

5
、
世
説
新
語
　
　
三
巻
　
宋
　
劉
義
慶
(
合
い
～
忠
告
　
　
　
世
説
新
語
注
　
梁
　
劉
孝
標
(
怠
N
～
ひ
N
-
)

つ
ま
り
牛
島
氏
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
の
は
『
後
漢
書
』
以
下
の
正
史
並
び
に
そ
の
注
釈
書
と
『
世
説
新
語
』
で
あ
っ
た
。
.

あ
る
い
は
ま
た
森
野
繁
夫
教
授
「
六
朝
漢
語
の
研
究
-
『
高
僧
伝
』
に
つ
い
て
ー
」
(
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
第
三
八
巻
-
望
空
　
で

は
、
六
朝
時
代
の
文
章
を
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

六
朝
期
の
文
章
は
、
(
1
)
史
伝
の
体
、
(
2
)
書
簡
な
ど
個
人
の
文
の
体
、
(
3
)
古
小
説
な
ど
説
話
の
体
、
(
4
)
訳
経
な
ど
の
体
、

に
大
き
く
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
森
野
教
授
に
は
『
王
義
之
全
書
翰
』
(
自
帝
社
-
器
3
・
『
淳
化
閣
帖
訳
注
篇
』
(
自
帝
社
-
器
∞
)
を
は
じ
め
、
『
六
朝
古
小

説
語
彙
集
』
(
朋
友
書
店
-
麗
宜
・
「
六
朝
訳
経
の
語
法
」
(
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
第
三
三
巻
-
笥
告
・
「
六
朝
訳
経
の
語
彙
」
(
広
島

大
学
文
学
部
紀
要
第
三
六
巻
-
笥
巴
等
の
一
連
の
業
績
が
有
る
。
l

っ
い
で
な
が
ら
参
考
ま
で
に
、
唐
代
語
法
の
資
料
を
、
前
掲
の
太
田
辰
夫
氏
『
中
国
語
史
通
考
』
で
は
、

I
　
敦
煙
出
土
の
写
本
　
a
、
文
学
(
変
文
・
詩
歌
・
雑
曲
P
雑
文
な
ど
)

H
　
後
世
の
テ
キ
ス
ト
　
a
、
文
学
そ
の
他
(
詩
・
随
筆
・
小
説
I
・
史
書
な
ど
)

の
よ
う
に
分
類
す
る
。

b
、
仏
典
(
禅
籍
を
中
心
と
す
る
)

b
、
仏
典
(
禅
家
の
語
録
な
ど
)

ま
た
松
尾
良
樹
氏
「
『
万
葉
集
』
詞
書
と
唐
代
口
語
」
(
欽
説
-
麗
巴
で
は
、
唐
代
口
語
の
資
料
と
し
て
は
、
入
矢
義
高
・
松
尾
良
樹



編
『
敦
焙
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語
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(
〓
　
敦
焙
之
部

(
一
三
小
説
之
部

(
三
)
筆
記
之
部

(
四
)
　
史
書
之
部

(
五
)
仏
典
之
部

(
六
)
唐
詩
之
部

(
七
)
　
域
外
之
部

『
敦
煙
曲
子
詞
集
』
・
『
敦
煙
資
料
(
第
一
集
)
』
・
『
敦
煙
雑
録
』
・
『
敦
蛙
韻
文
集
』
等
。

唐
代
の
伝
奇
小
説
　
『
玄
怪
録
・
綬
玄
怪
録
』
・
『
太
平
廣
記
』
・
『
遊
仙
窟
』
。

『
唐
國
史
補
』
・
『
困
話
録
』
・
『
朝
野
余
我
』
・
『
雲
黙
友
議
』
等
。

『
北
贅
雷
』
・
『
北
史
』
・
『
南
史
』
等
の
正
史
類
。

参
考
‥
松
尾
編
『
支
謙
漢
訳
仏
典
口
語
語
彙
索
引
』
・
『
鳩
摩
羅
什
漢
訳
仏
典
口
語
語
彙
索
引
』

参
考
‥
豊
田
痕
「
唐
詩
俗
語
致
」
・
松
尾
編
『
白
眉
易
』
・
『
李
商
隠
』
・
『
寒
山
口
語
語
彙
索
引
』

『
入
唐
求
法
巡
祀
行
記
』
・
『
性
蛋
集
』
・
『
古
事
記
』
・
『
日
本
書
紀
』

を
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
な
お
唐
詩
に
関
し
て
は
、
近
時
、
塩
見
邦
彦
氏
の
『
唐
詩
口
語
の
研
究
』
(
中
国
書
店
-
浩
史
　
が

公
刊
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
田
・
牛
島
両
氏
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
各
資
料
の
「
本
文
校
訂
」
と
い
う
問
題
は
、
同
時
資
料
た
る
敦
煙
出

土
の
写
本
(
こ
れ
に
は
誤
写
・
脱
字
・
仮
借
字
・
異
体
字
等
の
問
題
が
有
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
)
以
外
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
一
応
留

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
後
世
の
テ
キ
ス
ト
が
ほ
と
ん
ど
宋
代
以
降
に
開
板
さ
れ
た
刊
本
だ
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

孤
証
は
や
は
り
慎
重
に
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

○

さ
て
前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
唐
初
に
編
纂
さ
れ
た
孔
穎
達
奉
勅
撰
『
五
経
正
義
』
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
六
朝
時
代
の
「
義

疏
」
の
学
を
拠
乃
所
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
大
部
分
は
六
朝
期
の
文
章
と
見
な
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
管
見

の
及
ぶ
と
こ
ろ
、
『
五
経
正
義
』
は
、
中
古
漢
語
研
究
の
う
え
で
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
は
理
由
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
既
述
の
牛
島
氏
が
挙
げ
た
「
同
一
人
物
の
手
に
成
る
も
の
で
、
か
な
り
の
分
量
を
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持
ち
、
し
か
も
『
話
し
』
の
場
面
を
も
理
解
し
や
す
い
も
の
」
と
い
う
条
件
を
考
慮
に
入
れ
る
と
き
、
分
量
の
点
は
さ
て
お
き
、
『
五
経

正
義
』
の
内
容
は
、
編
纂
時
に
到
る
ま
で
に
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
累
積
さ
れ
た
五
経
解
釈
の
集
大
成
の
書
で
あ
り
、
名
物
訓
話
を
踏
ま

え
た
論
証
の
書
物
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
会
話
の
部
分
を
含
ま
な
い
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
上
古
漢
語
の
典
型
と
も
い
う
べ
き
「
経
書
」

の
解
説
書
で
あ
り
、
そ
れ
は
上
古
漢
語
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
再
び
志
村
氏
の
言
葉
を
借
り
よ
う
。

上
古
語
よ
り
確
立
さ
れ
て
い
る
語
序
・
語
法
の
体
系
は
い
さ
さ
か
も
ゆ
る
ぎ
な
く
固
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
も
う
ひ
と
つ
、

こ
こ
に
口
語
を
反
映
す
る
と
言
っ
て
も
、
中
国
に
は
文
語
(
雅
な
る
社
交
上
の
言
語
)
を
共
通
語
と
し
て
用
い
よ
う
と
す
る
志
向
が
、

知
識
層
の
間
で
は
た
え
ず
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
話
し
こ
と
ば
と
し
て
も
、
当
時
の
口
語
を
用
い
ず
、
文
語
を
用
い
よ
う
と
す

る
傾
向
を
持
っ
た
。
口
語
を
反
映
す
る
資
料
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
な
に
よ
り
も
文
章
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
文
語
を
会
話
に
用
い
た

知
識
層
が
雷
き
し
る
し
た
文
章
で
あ
り
、
そ
の
上
で
の
口
語
の
反
映
と
い
う
こ
と
で
あ
る
点
を
と
く
に
注
意
し
て
行
き
た
い
と
思
う

(
前
掲
書
一
九
頁
)
。

つ
ま
り
、
上
古
漢
語
は
文
章
語
(
文
語
文
・
文
言
文
)
　
と
し
て
現
在
に
到
る
ま
で
連
綿
と
し
て
書
き
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

『
五
経
正
義
』
は
い
わ
ば
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
口
語
を
反
映
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
六
朝
時
代
の
文
章
の
研
究
資
料
と
し
て
は
、

や
は
り
適
切
と
は
言
い
難
い
。

あ
る
い
は
ま
た
次
の
よ
う
な
事
情
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
『
五
経
正
義
』
は
論
証
の
書
物
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
多
数
の
引
用

文
献
を
含
ん
で
お
り
(
つ
ま
り
上
古
漢
語
を
含
ん
で
お
り
)
、
ど
こ
ま
で
が
引
用
文
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
が
『
五
経
正
義
』
の
地
の
文
で

あ
る
の
か
を
見
分
け
る
に
は
、
予
想
以
上
に
時
間
を
要
す
る
。
こ
れ
ま
で
稀
に
梁
の
皇
侃
『
論
語
義
疏
』
を
利
用
す
る
以
外
、
『
五
経
正

義
』
が
資
料
と
し
て
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
も
無
理
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
一
応
納
得
の
い
く
こ
と
で
は
あ
ろ
う
。

し
か
し
『
五
経
正
義
』
も
や
は
り
中
古
期
に
作
成
さ
れ
た
文
献
で
あ
る
。
果
た
し
て
そ
の
時
代
の
制
約
を
受
け
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
や
は
り
検
討
し
て
み
る
価
値
は
有
り
そ
う
で
あ
る
。
ま
し
て
や
『
五
経
正
義
』
の
分
量
は
決
し
て
少
な
い
と
は
い
え
な
い
し
、
し
か



五経正義語彙語法前記(野間)

も
同
時
資
料
で
は
な
い
も
の
の
、
後
世
の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
は
最
も
本
文
校
訂
が
充
実
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で

『
五
経
正
義
』
を
読
む
機
会
が
多
か
っ
た
の
で
あ
′
る
が
、
前
掲
の
先
学
を
は
じ
め
と
す
る
諸
業
績
を
頼
り
に
中
古
漢
語
の
諸
特
徴
を
学
ん

だ
結
果
、
こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
が
『
五
経
正
義
』
の
文
章
に
も
該
当
す
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
本
稿
は
い
わ
ば
そ

の
覚
え
書
き
で
あ
る
。
「
五
経
正
義
語
彙
語
法
節
記
」
と
題
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

本
文
に
入
る
前
に
お
断
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
以
下
に
。
筆
者
は
も
と
よ
り
中
国
語
学
の
専
家
で
は
な
い
。
す
べ
て
は
先
学

の
研
究
成
果
を
利
用
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
い
さ
さ
か
な
り
と
も
補
足
す
べ
き
事
柄
が
有
る
こ
と
を
願
う
の
み
で
あ
る
。
ま
た
「
五
経
正
義

語
彙
語
法
節
記
」
と
銘
打
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
心
は
『
春
秋
正
義
』
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
ま
ま
『
九
経
疏
』
や
『
論
語
義

疏
』
に
も
及
ぶ
つ
も
り
で
あ
る
。
体
系
的
で
は
な
い
こ
と
、
紙
幅
の
都
合
で
、
本
稿
で
は
「
魚
雷
」
・
「
定
是
」
・
「
～
自
」
の
み
で
あ
る
こ

と
を
付
け
加
え
る
。
大
方
の
御
批
正
を
待
っ
た
う
え
で
、
・
続
稿
に
つ
な
げ
て
ゆ
き
た
い
。
な
お
以
下
に
引
用
す
る
『
十
三
経
注
疏
』
は
、

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
学
開
雛
の
い
わ
ゆ
る
玩
刻
本
(
重
文
印
書
館
影
印
)
　
に
よ
る
。
ま
た
『
論
語
義
疏
』
は
俵
徳
望
本
で
あ
る
。

一
烏
富
・
烏
是

六
朝
時
代
以
降
、
選
択
疑
問
を
表
す
語
と
し
て
「
鳥
普
」
・
「
鳥
是
」
が
有
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
先
学
の
詳
細
に
指
摘
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
す
る
二
つ
の
論
考
、
斯
波
六
郎
氏
「
鳥
嘗
考
」
(
廣
島
文
理
科
大
學
『
漢
文
學
紀
要
』
第
一
冊

-
澄
∞
)
と
神
田
喜
一
郎
氏
『
日
本
書
紀
古
訓
致
謹
』
(
養
徳
社
　
屋
の
　
『
神
田
喜
一
郎
全
集
n
』
同
朋
社
　
G
m
u
)
と
が
そ
れ
で
あ
る
。

か
も
ち
'
さ
す
み

両
論
考
は
と
も
に
『
万
葉
集
』
の
古
訓
と
し
て
「
馬
首
」
に
「
は
た
」
と
い
う
訓
み
を
当
て
て
い
る
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
、
鹿
持
雅
澄

(
-
3
-
-
-
溜
∞
)
『
万
葉
集
古
義
』
・
山
田
孝
雄
『
万
葉
集
講
義
』
(
斯
波
論
考
で
は
ま
た
井
上
通
泰
「
萬
菓
雑
話
五
十
三
」
『
ア
ラ
ラ
ギ
』

昭
和
l
八
年
八
月
号
所
収
)
等
の
説
を
紹
介
し
っ
つ
、
こ
れ
が
六
朝
時
代
の
俗
語
の
義
訓
で
あ
る
こ
と
を
、
博
引
傍
証
を
極
め
て
論
じ
て
い

る
。



五経正義語彙語法前記(野間)

か
わ
き
た
か
げ
え
だ

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
我
が
国
で
こ
の
語
を
取
り
上
げ
た
早
い
時
期
の
も
の
は
、
河
北
景
禎
(
天
保
-
3
-
-
雷
末
頃
没
)
『
助
辞
鵠
』
(
『
漢

語
文
典
叢
書
第
二
巻
』
所
収
　
汲
古
書
院
　
▼
-
笥
巴
　
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
・
そ
の
巻
四
「
賂
・
抑
」
　
の
条
に
次
の
よ
う
に
見
え
る

(
原
文
に
読
点
と
か
ぎ
括
弧
を
補
っ
た
が
、
返
り
点
・
送
り
仮
名
は
省
い
た
)
。

又
カ
ク
物
ヲ
並
へ
テ
、
ソ
レ
カ
カ
ヘ
リ
テ
マ
タ
コ
レ
カ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ノ
処
二
二
魚
雷
」
　
ノ
二
字
ヲ
義
訓
セ
ル
ア
リ
、
日
本
紀
欽
明
十

コ

セ

・

†

ミ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ハ

タ

六
年
紀
ニ
「
許
勢
臣
問
王
子
恵
日
、
民
営
欲
留
此
間
、
岳
常
欲
向
本
郷
」
、
携
厳
経
日
、
「
鳥
是
燈
色
、
馬
首
見
色
」
、
左
侍
疏
ニ

ハ

　

t

「
以
今
観
之
、
不
可
一
日
而
無
律
、
焉
常
吏
不
及
古
、
民
俗
於
昔
、
馬
是
聖
人
作
法
、
不
能
経
遠
。
古
今
之
政
、
何
以
異
乎
」
、
此

等
モ
皆
カ
ヘ
リ
テ
マ
タ
ノ
義
ナ
リ
、
又
萬
菓
集
ニ
「
見
吉
野
ノ
山
ノ
ア
ラ
シ
ノ
寒
ケ
ク
こ
、
バ
ク
ヤ
今
夜
モ
、
ア
ガ
揖
保
ソ
」
、
此

7

ラ

シ

ハ
タ
ヤ
ヲ
「
畠
雷
也
」
　
卜
書
ケ
リ
、
右
ノ
訓
を
慣
レ
ル
ナ
リ
、
コ
モ
山
ノ
下
嵐
ノ
寒
キ
夜
ハ
二
人
ヌ
ル
ベ
キ
ニ
還
リ
テ
マ
タ
今
夜
モ

猫
ヌ
ル
ラ
ソ
コ
ト
ヲ
云
ヘ
ル
也
、

さ
て
筆
者
が
興
味
を
引
か
れ
る
の
は
、
こ
こ
に
『
左
倦
疏
』
か
ら
の
引
用
が
有
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
神
田
氏
が
、

左
倖
疏
の
如
き
大
部
の
書
こ
そ
、
そ
を
明
示
す
べ
き
必
要
あ
り
と
覚
ゆ
る
に
、
啓
だ
不
親
切
な
る
心
地
の
す
る
を
免
れ
ず
。
意
ふ
に

萬
菓
集
古
義
は
。
伊
勢
の
學
老
河
北
景
禎
の
著
せ
る
助
酢
鵠
(
天
明
六
年
刊
)
　
の
巻
四
、
「
賂
」
字
の
下
に
見
え
た
る
馬
首
の
語
の

解
程
を
、
そ
の
ま
ま
踏
襲
せ
る
痕
逆
の
歴
然
た
る
も
の
あ
り
。
左
侍
疏
を
引
き
て
、
そ
の
巻
数
を
明
示
せ
ざ
る
こ
と
ま
た
同
じ
。
山

田
博
士
は
ま
た
古
義
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
せ
ら
れ
し
な
り
。
こ
の
左
博
疏
の
文
は
、
昭
公
六
年
三
月
の
候
に
見
ゆ
る
な
り
。
同
僚
に
、

邸
の
子
産
が
鼎
に
刑
書
を
錯
た
る
を
、
晋
の
叔
向
が
諌
め
し
書
を
載
せ
た
る
が
、
そ
の
中
の
「
國
賂
亡
。
必
多
制
。
」
な
る
語
の
疏

な
り
。

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
昭
公
三
年
の
粂
(
後
掲
臣
③
)
に
見
え
か
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
斯
波
論
考
で
は
、
「
杜
預
春
秋
左
氏
俸
序
」

正
義
の
例
(
後
掲
田
①
)
を
追
加
さ
れ
て
い
る
。
六
朝
時
代
の
俗
語
を
反
映
す
る
と
い
わ
れ
る
「
烏
常
」
　
の
用
例
が
『
春
秋
正
義
』
に
見

え
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
他
に
も
そ
の
用
例
の
存
在
す
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。



は
た
せ
る
か
な
湯
浅
幸
孫
氏
「
漢
語
に
於
け
る
疑
詞
と
輯
接
詞
」
(
『
中
国
の
文
化
と
社
会
』
第
九
輯
-
宗
N
　
『
中
国
倫
理
思
想
の
研

究
』
同
朋
社
-
器
-
)
に
は
、
『
毛
詩
正
義
』
(
後
掲
圀
①
)
か
ら
一
例
を
挙
げ
、
し
か
も
「
五
経
正
義
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
用
法
が
し

ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
そ
の
他
の
用
例
を
引
用
さ
れ
て
い
な
い
(
な
お
圀
①
の
例
は
、
蒋
超

鴻
『
敦
塩
文
献
語
言
詞
典
』
杭
州
大
学
出
版
社
-
窃
臓
　
龍
も
見
え
る
)
。
そ
こ
で
以
下
、
筆
者
の
検
出
し
得
た
用
例
を
併
せ
て
挙
げ
て

み
よ
う
。

五経正義語彙語法前記(野間)

0

0

　

　

△

△

　

　

　

0

0

今
案
周
超
克
無
凡
例
。
馬
首
意
外
別
自
有
凡
、
烏
常
凡
在
祀
内
、
今
者
所
接
祀
内
有
凡
。
(
O
T
l
G
a
)

「
礼
以
外
に
別
に
凡
例
が
有
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
凡
例
は
礼
の
内
に
有
る
の
だ
ろ
う
か
」
。
な
お
「
別
自
」

の
よ
う
な
「
～
自
」
と
い
う
用
例
に
つ
い
て
は
三
節
で
述
べ
る
。

△

古
今
之
説
、
星
隕
至
地
、
皆
言
馬
石
。
経
書
在
地
之
験
、
放
言
隕
石
。
侍
本
在
天
之
時
、
放
言
隕
星
。
不
知
星
之
在
上
、
其
形
本

△

　

　

　

0

0

是
石
也
、
馬
首
既
隕
始
欒
鳥
石
、
聖
賢
不
説
、
難
得
而
知
。
(
-
ふ
-
G
a
)

「
星
が
天
上
に
あ
る
と
き
、
そ
の
形
は
石
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
隕
ち
た
の
ち
に
は
じ
め
て
石
に
変
化
す
る
の
だ
ろ

ぅ
か
」
。
な
お
「
本
是
」
の
「
～
是
」
と
い
う
用
法
に
つ
い
て
は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

臣
③
　
千
度
鋳
刑
書
、
而
叔
向
貴
之
、
趨
執
錯
刑
鼎
、
而
仲
尼
説
之
。
如
此
偉
文
、
則
刑
之
軽
重
、
不
可
使
民
知
也
。
而
李
怪
作
法
、
蒲

0
0

何
造
律
、
頒
於
天
下
、
懸
示
兆
民
。
秦
漢
以
来
、
莫
之
能
革
。
以
今
観
之
、
不
可
一
日
而
無
律
也
。
民
営
吏
不
及
古
、
民
備
於
昔
、

0
0

烏
是
聖
人
作
法
、
不
能
経
遠
。
古
今
之
政
、
何
以
異
乎
。
斯
有
旨
臭
。
(
お
-
-
浮
)

「
現
状
か
ら
観
察
す
る
と
、
一
日
と
し
て
法
律
が
無
く
て
よ
い
は
ず
は
な
い
。
今
の
役
人
が
昔
の
役
人
よ
り
劣
り
、
今
の
民

が
昔
の
民
よ
り
嘘
つ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
聖
人
が
法
律
を
作
っ
て
も
、
遠
い
将
来
ま
で
も
治
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
」
。



五経正義語彙語法前記(野間)

『
春
秋
正
義
』
か
ら
は
、
以
上
の
三
例
を
見
出
す
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て
『
毛
詩
正
義
』
に
は
先
に
指
摘
さ
れ
た
一
例
の
み
で
、
他

の
『
五
経
正
義
』
に
は
見
え
な
い
。
『
五
経
正
義
』
の
分
量
か
ら
す
る
と
、
あ
る
′
い
は
頻
出
の
用
語
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

か
か
る
口
語
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
注
且
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

0
　
　
　
　
　
0
0

田
①
　
太
誓
之
注
不
解
「
五
至
」
、
而
合
符
后
注
云
「
五
至
猶
五
来
」
。
不
知
馬
一
日
五
来
、
鵠
嘗
異
日
也
。
言
「
五
至
以
穀
-
、
則
第
五

至
時
乃
有
穀
耳
。
(
6
-
N
-
-
u
a
)

こ
れ
は
既
述
の
湯
浅
氏
(
前
掲
書
三
一
九
頁
)
　
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
例
で
あ
る
。

「
雷
」
及
び
「
馬
首
」
が
夫
々
「
疑
詞
」
及
び
「
特
接
詞
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
一
日
に
五
た
び
来
る
の
で
あ
ろ

う
か
、
或
は
異
日
に
五
た
び
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
　
の
意
で
、
『
五
経
正
義
』
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
用
法
が
し
ば
し
ば
見

出
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

『
五
経
正
義
』
以
外
の
例
と
し
て
、
左
に
『
穀
梁
億
疏
』
と
梁
の
皇
侃
『
論
語
義
疏
』
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
例
ず
つ
挙
げ
て
お
く
。

.
〇
〇

臼
①
　
零
「
丘
兵
」
、
兵
有
五
種
。
未
審
「
五
鼓
」
、
是
一
鼓
有
五
色
、
馬
首
五
種
之
鼓
也
。
(
○
の
ー
ー
N
a
)

0
0

田
②
　
未
知
邸
狛
更
有
失
徳
、
烏
普
直
由
殺
申
侯
、
不
可
知
也
。
(
〇
m
-
O
N
a
)

0
0
　
　
　
0
0

出
①
　
然
蕾
説
疑
之
。
子
華
之
母
、
齋
常
定
乏
、
魚
雷
定
不
乏
。
若
宜
乏
而
子
華
肥
軽
、
則
馬
不
孝
、
孔
子
不
多
輿
、
是
鳥
不
仁
。
若
不

乏
而
再
求
典
之
、
則
篤
不
智
。
(
O
U
-
N
N
a
)

0
0
　
　
　
　
　
0
0
　
　
　
　
　
　
0
0
　
　
　
　
　
　
　
　
0
0
　
　
0
0

田
②
　
言
孔
子
聖
道
如
美
玉
在
此
。
鳥
嘗
祖
匝
而
蔵
之
、
馬
首
得
貴
慣
而
頁
之
不
乎
、
慣
有
人
請
求
聖
道
、
畠
常
興
之
不
邪
。

(
O
的
-
-
-
b
)
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と
こ
ろ
で
、
右
の
諸
例
の
う
ち
「
魚
雷
～
」
単
独
の
も
の
を
除
く
と
、
た
と
え
ば
臼
③
や
圀
①
の
例
は
「
馬
首
～
馬
首
～
」
　
で
は
な
く
、

「
馬
首
～
為
是
」
・
「
馬
～
馬
首
～
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
満
っ
た
。
つ
ま
り
同
じ
も
の
を
連
用
す
る
も
の
で
は
な
く
、
異
な
っ
た
も
の

を
混
用
す
る
形
式
で
あ
る
。
『
五
経
正
義
』
で
は
こ
の
他
に
.
「
馬
是
～
鳥
是
～
」
や
「
烏
～
鳥
～
」
の
よ
う
な
連
用
の
形
式
が
有
り
、
さ

ら
に
こ
れ
ら
を
混
用
す
る
形
式
の
も
の
が
見
ら
れ
、
む
し
ろ
そ
の
方
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
「
鳥
是
」
単
独
の
も
の
も
見
え
る
。

五経正義語彙語法節記(野間)

倍
二
十
八
年
晋
作
三
行
、
三
十
一
年
即
罷
之
以
馬
五
軍
。
其
置
三
行
、
無
多
年
歳
。
彼
云
「
屠
撃
賂
右
行
」
。
未
知
此
人
即
居
撃

之
子
孫
也
、
知
か
其
祖
代
屠
撃
也
。
(
N
∞
-
U
O
b
)

「
こ
の
人
物
(
右
行
辛
)
は
屠
撃
の
子
孫
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
彼
の
先
祖
が
屠
撃
に
代
わ
っ
　
(
て
右
行
と
な
っ
)
た
の

で
あ
ろ
う
か
」
。
　
　
ノ

杜
以
天
子
上
土
中
土
倶
栴
名
氏
、
石
尚
必
是
士
臭
。
但
不
知
監
上
土
、
か
か
中
土
、
故
注
直
垂
耳
、
必
非
下
士
。
(
観
⊥
芭

「
し
か
し
石
尚
が
上
土
で
あ
る
の
か
、
中
士
あ
る
の
か
が
分
か
ら
な
い
の
で
、
注
で
は
た
だ
「
士
」
と
述
べ
た
ま
で
で
あ
る

が
、
必
ず
や
下
士
で
は
あ
る
ま
い
」
。

0
　
　
　
　
　
0

日
⑥
　
黄
帝
之
作
五
始
者
、
馬
天
子
法
乎
、
烏
諸
侯
法
乎
。
(
O
N
-
○
⊇
)

「
黄
帝
が
五
始
を
作
っ
た
の
は
、
天
子
の
法
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
諸
侯
の
法
で
あ
ろ
う
か
」
。

0
　
　
　
　
0

田
⑦
　
世
右
折
蔵
易
者
、
侭
妄
之
膏
、
非
殿
易
也
。
慣
令
二
易
倶
占
七
八
、
亦
不
知
此
笠
鳥
用
連
山
、
焉
用
蹄
戒
。
所
云
「
遇
艮
之
八
」
、

不
知
意
何
所
道
。
(
8
-
N
等
)

「
た
と
.
い
二
易
が
と
も
に
七
・
八
(
の
変
ゑ
)
を
占
う
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
場
合
の
笈
に
連
山
を
用
い
た
の
か
、

そ
れ
と
も
帰
歳
を
用
い
た
の
か
は
、
や
は
り
分
か
ら
な
い
」
。



0　　　　　　　　　　　　　　　　　0

田
㊥
　
言
人
等
作
二
事
、
鳥
不
取
入
財
、
寧
使
人
謂
子
安
能
生
養
我
民
也
、
鳥
多
取
入
財
、
使
人
言
子
不
能
自
活
而
須
民
財
以
生
活
乎
。

此
二
者
執
勝
也
。
(
U
u
-
N
ひ
b
)

「
人
の
財
産
を
取
ら
ず
、
人
に
『
あ
な
た
は
よ
く
我
が
民
を
養
う
こ
と
が
で
き
.
る
』
と
言
わ
せ
た
い
の
か
、
そ
れ
と
も
人
の

財
産
を
た
く
さ
ん
取
っ
て
、
人
に
『
あ
な
た
は
自
分
で
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
民
の
財
産
を
あ
て
に
し
て
生
活
し
て
い

る
』
と
言
わ
せ
た
い
の
か
」
。

○

国
①
　
但
伏
生
錐
無
此
一
蔦
、
而
書
信
有
「
八
百
諸
侯
倶
至
孟
津
、
白
魚
入
舟
」
之
事
、
興
泰
誓
事
同
。
不
知
馬
伏
生
先
島
此
説
、
不
知

五経正義語彙語法節記(野間)

確　　　詩　　　魂SSS諦
①　　④　　③　　②

か
か
泰
誓
出
後
後
人
加
増
此
語
。
(
O
T
E
)

以
「
女
在
父
母
之
家
、
未
知
薔
所
適
」
、
不
知
監
作
王
后
、
知
作
毒
「
故
牒
之
以
締
裕
努
唇
之
事
、
尚
能
整
治
之
無
厭
倦
、

是
其
性
貞
専
」
。
(
0
-
-
N
I
O
告
)

如
是
則
毛
氏
之
説
、
周
公
無
避
店
之
事
臭
。
但
不
知
毛
意
以
周
公
損
政
、
か
か
喪
中
即
輿
か
在
除
喪
之
後
、
此
不
明
耳
。
(
○
∞

-
-
-
○
旨
)

0
　
　
　
　
　
　
0

此
不
言
朔
月
、
而
玉
藻
云
「
天
子
之
食
、
日
少
牢
、
朔
月
大
牢
」
、
明
朔
必
加
於
恒
日
。
不
知
鳥
同
再
三
大
牢
、
烏
隆
二
大
牢
也
。

(
-
か
ー
N
-
-
O
a
)

O

「
王
白
鳥
立
七
祀
」
者
、
前
是
鳥
民
所
立
、
輿
衆
共
之
、
四
時
常
祀
、
及
爵
重
姓
顧
祀
。
其
白
馬
立
者
、
王
白
雨
祭
。
不
知
其
雷

同
是
一
神
、
監
別
更
立
七
祀
也
。
(
命
⊥
邑

0　　　　0

田
②
　
若
前
有
猛
獣
、
則
翠
此
貌
琳
、
使
衆
知
馬
偏
也
。
但
不
知
鳥
載
其
皮
、
鳥
歪
其
形
耳
。
通
有
二
家
。
一
云
、
輿
虎
皮
並
裏
作
皮
於

族
也
。
一
云
、
並
載
其
皮
。
(
O
U
I
O
等
)

な
お
『
公
羊
疏
』
は
唐
の
徐
彦
の
作
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
、
現
在
で
は
、
隋
朝
以
前
の
北
朝
の
学
者
の
手
に
成
る
も
の
で
あ
る
こ
と
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が
、
ほ
ぼ
鉄
案
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
公
羊
疏
』
で
は
ほ
と
ん
ど
が
以
下
の
よ
う
に
「
為
是
～
焉
是
～
」
と
い
う
形
式
で
あ
る
。

匡
①
今
此
侍
又
何
故
不
云
「
其
言
朝
子
何
」
、
而
連
「
来
」
問
之
者
、
欲
問
伯
姫
来
者
、
監
無
事
而
来
、
知
か
有
事
吉
来
者
、
監

朝
其
子
而
出
之
。
(
-
0
-
-
訂
)

0
0

困
②
　
「
名
未
明
」
者
、
弟
子
本
意
、
正
欲
問
「
秩
其
君
之
子
」
、
而
連
「
英
齋
」
「
何
」
之
者
、
恐
人
不
知
英
齋
之
名
、
烏
是
先
君
未
葬

0
0

稗
子
某
、
似
君
子
般
子
野
之
属
是
也
。
為
是
被
拭
之
故
科
名
、
似
若
諸
兄
卓
子
之
屈
是
也
。
是
以
賂
名
連
「
就
」
問
之
、
欲
使
後

回　国
(9(り

人
知
其
栴
名
之
義
。
(
ロ
ー
○
許
)

欲
道
所
以
不
直
言
「
何
以
書
」
、
而
學
「
作
三
軍
」
者
、
弟
子
之
意
、
欲
酎
春
秋
之
義
、
書
其
「
作
三
軍
」
者
、
監
嫌
共
作
軍

0
0

大
多
而
書
乎
、
鳥
是
嫌
其
太
少
而
書
乎
。
故
復
全
學
経
文
一
句
、
軍
之
頭
数
問
之
。
若
直
言
「
何
以
書
」
、
但
問
主
書
、
無
以
見

其
敷
、
放
言
此
也
。
(
-
り
-
-
ざ
)

「
則
未
知
戚
氏
之
母
」
、
監
「
大
夫
之
妾
」
、
か
か
「
士
之
妻
」
、
故
日
「
局
鳥
老
」
。
(
N
T
-
畳

不
知
知
か
孔
子
愛
欒
尭
舜
之
道
、
是
以
述
而
道
之
興
。
(
N
∞
-
萱

太
田
辰
夫
氏
は
「
烏
…
馬
(
鳥
是
」
馬
首
)
」
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
。

「
馬
」
・
は
ま
た
「
爵
是
」
「
箔
嘗
」
と
複
合
し
、
そ
れ
ぞ
れ
単
用
す
る
ほ
か
、
同
一
の
も
の
を
適
用
す
る
。
唐
以
後
、
こ
れ
に

「
烏
復
」
が
加
わ
り
、
ま
た
「
烏
復
…
馬
首
⊥
の
ご
と
く
複
音
節
の
も
の
を
混
用
す
る
が
、
こ
れ
は
中
古
に
は
無
い
。
(
八
一

頁
)

太
田
氏
が
.
「
中
古
」
を
貌
晋
南
北
朝
に
区
分
す
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
「
鳥
復
」
の
用
例
は
『
五
経
正
義
』
に
は
見
出
し
得
な

か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
中
古
に
は
無
い
」
と
さ
れ
る
の
は
、
『
五
経
正
義
』
に
も
当
て
は
ま
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
文
脈
か
ら
す
る
と
、
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「
複
音
節
の
も
の
を
混
用
す
る
」
も
の
が
「
中
古
に
は
無
い
」
と
も
取
れ
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
複
音
節
の
も
の
を

混
用
す
る
例
は
、
『
五
経
正
義
』
に
多
々
見
え
る
こ
と
既
述
の
通
り
で
あ
る
。

な
お
、
以
下
の
『
春
秋
正
義
』
の
二
例
、
「
或
是
～
或
是
～
」
と
い
う
形
式
の
も
の
を
、
参
考
ま
で
に
挙
げ
て
お
く
。

日
㊥
其
宜
夫
人
興
贋
皆
有
姪
姉
。
但
響
子
監
孟
子
姪
、
節
か
同
姓
之
國
勝
者
姪
妹
、
以
其
難
明
、
故
杜
雨
解
之
。
初
云
「
孟
子
之
姪

姉
」
、
又
云
「
同
姓
之
國
以
姪
妹
勝
」
是
也
。
(
O
N
-
○
旨
)

「
た
だ
声
子
が
孟
子
の
姪
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
同
姓
の
国
の
勝
者
の
姪
妹
で
あ
る
の
か
は
明
ら
か
に
し
難
い
た
め
、
杜

預
は
両
用
に
解
釈
し
た
の
で
あ
る
」
。

博
吉
「
世
不
失
職
」
、
二
者
砦
父
子
、
宗
祖
孫
、
其
事
不
可
知
也
。
(
訟
よ
登

「
両
者
が
親
子
関
係
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
祖
父
と
孫
と
の
関
係
で
あ
る
の
か
、
そ
の
事
実
は
分
か
ら
な
い
」
。

二
　
定
・
定
是

か
つ
て
吉
川
幸
次
郎
氏
は
「
六
朝
助
字
小
記
の
こ
　
(
『
智
慧
』
一
軍
の
　
『
中
国
散
文
論
』
-
昭
島
弘
文
堂
・
一
票
の
筑
摩
叢
書
　
全
集

第
七
巻
)
　
に
お
い
て
、
『
世
説
新
語
』
に
見
え
る
「
定
」
字
の
さ
ま
ざ
ま
な
用
法
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

(
1
)
事
実
の
確
定
を
示
す
だ
け
の
も
の
。
「
た
し
か
に
」
・
「
け
っ
せ
よ
く
」
の
意
。

(
2
)
事
実
の
確
定
を
予
想
す
る
も
の
。
「
必
」
　
で
お
き
か
え
う
る
も
の
。
「
き
っ
と
し
か
じ
か
で
あ
ろ
う
」
　
の
意
。

(
3
)
予
想
に
反
す
る
事
態
が
出
現
し
た
場
合
。
「
乃
」
で
甘
き
か
え
う
る
も
の
。
「
思
い
き
や
」
・
「
な
ん
と
」
の
意
。

相
　
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。
そ
し
て
(
1
)
は
貌
晋
以
前
か
ら
の
用
法
で
あ
り
、
(
3
)
は
『
世
説
新
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
六
朝
時
代
の

一
　
文
献
に
特
徴
的
で
あ
り
、
(
2
)
　
は
貌
晋
以
降
、
現
代
語
の
「
一
定
」
・
「
必
定
」
　
に
ま
で
連
続
す
る
。
た
だ
し
疑
問
の
言
葉
の
上
に
冠
せ
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ら
れ
る
場
合
は
、
『
世
説
新
語
』
に
も
(
1
)
　
の
用
法
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

ま
た
森
野
繁
夫
教
授
「
庚
信
の
詩
に
み
え
る
「
定
」
字
」
(
『
支
那
學
研
究
』
第
三
六
号
-
笥
N
)
　
は
吉
川
説
を
承
け
つ
つ
、
梁
朝
か
ら

北
周
に
か
け
て
文
学
活
動
を
展
開
し
た
庚
信
の
詩
を
主
た
る
資
料
に
、
「
定
」
字
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
庚

信
の
詩
に
は
以
上
の
三
例
の
他
に
、
「
定
日
(
も
と
よ
り
)
」
・
「
定
已
(
す
で
に
)
」
・
「
定
似
(
ま
こ
と
に
)
」
・
「
定
可
(
ま
こ
と
に
～
べ
し
)
」

の
ご
と
き
用
例
が
見
ら
れ
、
こ
の
ほ
か
否
定
の
副
詞
「
非
」
・
「
不
」
・
「
無
」
を
強
調
す
る
た
め
に
「
定
」
字
が
加
え
ら
れ
た
「
定
非
」
・

「
定
不
」
・
「
定
無
」
の
ご
と
き
用
例
、
「
定
應
」
・
「
定
常
」
・
「
定
須
」
・
「
定
若
」
・
「
偏
定
」
の
ご
と
き
二
字
の
複
合
語
の
用
例
を
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
仮
説
を
提
出
さ
れ
た
。

推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
西
音
の
末
に
中
国
の
文
化
の
中
心
が
南
方
に
移
動
し
た
こ
ろ
か
ら
、
南
方
の
口
語
で
あ
る
「
定
」
字
が

文
章
語
と
し
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
、
そ
れ
が
一
つ
の
流
行
の
よ
う
に
な
り
、
「
定
」
字
に
よ
る
多
様
な
表
現
が
作
ら
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
『
五
経
正
義
』
中
に
は
、
『
世
説
新
語
』
等
に
見
ら
れ
る
(
3
)
　
の
用
例
は
検
出
し
得
ず
、
疑
問
の
言
葉
の
上
に
冠
せ
ら
れ
る

(
1
)
　
の
用
法
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
「
定
是
」
　
の
ご
と
く
「
是
」
字
を
伴
う
場
合
が
か
な
り
有
る
。
そ
の
点
か
ら

す
る
と
、
や
は
り
貌
菅
以
後
の
用
法
と
見
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

0

0

⑳

臼
①
　
周
超
諸
史
錐
皆
掌
書
、
佃
不
知
所
記
春
秋
定
是
何
史
。
蓋
天
子
則
内
史
主
之
、
外
史
佐
之
、
諸
侯
蓋
亦
不
具
。
(
0
-
-
〇
m
a
)

「
《
周
祀
》
の
諸
々
の
「
史
」
は
い
ず
れ
も
文
書
を
掌
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
《
春
秋
》
を
記
録
す
る
の
が
は
た
し
て

ど
の
「
史
」
　
で
あ
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
」
。

日
②
　
中
興
以
後
、
陳
元
鄭
衆
頁
達
馬
融
延
篤
彰
仲
博
許
恵
卿
服
虔
穎
容
之
徒
、
皆
倖
左
氏
春
秋
。
貌
世
則
王
粛
董
遇
畠
之
注
。
此
等
比

至
杜
時
、
或
在
或
減
、
不
知
杜
之
所
見
十
敷
家
か
知
仲
人
也
。
(
O
T
-
迂
○
巴
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「
こ
れ
ら
の
注
釈
書
は
杜
預
の
当
時
に
及
ぶ
頃
に
は
、
・
存
在
し
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
滅
ん
だ
も
の
も
あ
っ
た
り
し
て
、

杜
預
が
見
た
と
い
う
十
数
家
が
は
た
し
て
誰
々
で
あ
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
」
。

日
◎
　
荘
十
五
年
「
合
干
郵
」
傍
目
「
齋
始
覇
」
、
別
辞
桓
畠
覇
、
自
郵
含
始
耳
。
北
杏
之
時
、
諸
侯
未
従
、
覇
功
未
立
。
桓
尚
末
有
殊

勲
、
俵
父
何
足
可
紀
。
且
齋
桓
末
有
功
於
王
、
焉
能
使
王
命
之
。
其
得
王
命
必
在
北
杏
之
後
。
但
未
知
知
か
帥
年
耳
。
(
0
7
-
邑

蘭書蘭書防音陰
(り(翁(む(9

「
し
か
も
斉
の
桓
公
は
ま
だ
王
室
に
功
績
が
無
い
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
王
に
命
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
一
(
郷
が
)

王
命
を
得
た
の
は
、
必
ず
や
北
香
の
会
よ
り
以
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
が
は
た
し
て
何
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
が

分
か
ら
な
い
だ
け
で
あ
る
」
。

桧
杷
於
此
歳
巳
見
於
経
。
桓
一
一
年
有
「
杷
侯
来
朝
」
、
荘
二
十
七
年
有
「
妃
伯
来
朝
」
、
於
侍
並
無
琉
志
、
又
不
書
其
卒
。
倍
二
十

三
年
「
妃
成
公
卒
」
、
共
謳
乃
見
於
侍
。
未
知
此
年
妃
國
監
匝
君
。
常
是
成
公
之
父
祖
耳
。
(
○
7
-
N
a
)

「
倍
公
二
十
三
年
に
、
妃
成
公
卒
す
、
と
あ
っ
て
、
そ
の
謡
が
や
っ
と
伝
に
見
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
年
の
杷
国
が
は
た

し
て
何
と
い
う
君
で
あ
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
成
公
の
父
祖
の
は
ず
で
あ
る
」
。

破
芹
経
稀
「
東
征
」
、
則
是
征
時
之
事
。
共
作
必
是
東
山
之
前
、
未
知
知
か
仲
年
。
(
○
∞
-
T
O
邑

○
◎

韓
是
武
王
之
子
、
其
封
常
在
成
王
之
時
、
其
命
焉
侯
伯
、
或
成
戎
侯
、
未
知
定
何
時
也
。
(
-
∞
-
-
-
ロ
b
)

○

　

◎

言
豊
年
物
多
以
告
神
、
明
是
論
太
平
後
事
。
但
不
知
童
政
三
年
之
後
、
定
指
何
年
耳
。
(
-
①
-
-
-
○
計
)

0

0

◎

或
以
鳥
庸
筍
美
学
徹
底
杉
濃
之
徒
、
未
知
定
是
何
國
也
。
(
N
O
J
O
旨
)

○

　

◎

田
②
　
故
尭
崩
云
「
如
喪
考
批
三
載
」
、
則
知
勇
以
前
喪
考
批
巳
三
年
。
但
不
知
定
在
何
時
。
(
∽
∞
-
○
紆
)

ま
た
『
儀
祀
疏
』
と
『
周
祀
疏
』
に
は
一
例
ず
つ
、
以
下
の
よ
う
な
用
例
が
有
る
。
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○
◎

四
①
　
又
案
喪
服
記
、
子
夏
鳥
之
作
侍
、
不
應
自
造
、
還
自
解
之
。
「
記
」
常
在
子
夏
之
前
、
孔
子
之
時
、
未
知
定
誰
所
録
。
(
○
u
I
ロ
a
)

固
①
　
云
「
則
未
知
此
世
所
云
蝮
瞑
之
酪
輿
、
人
鬼
之
歩
輿
」
者
、
但
此
寧
云
輔
、
不
知
何
神
。
故
學
漠
法
以
沢
之
。
但
漠
時
有
蝮
瞑
之

輔
神
、
又
有
人
鬼
之
歩
神
。
未
審
此
経
醇
か
帥
仲
輿
故
璽
口
之
。
以
無
正
文
故
皆
云
「
典
」
以
疑
之
也
。
(
-
N
⊥
登

な
お
固
①
の
例
に
つ
い
て
、
倉
石
武
四
郎
氏
『
儀
祀
疏
改
正
』
(
-
豊
　
汲
古
書
院
-
器
○
影
印
)
で
は
「
定
、
疑
是
字
誤
」
と
述
べ
て
、

「
未
知
是
誰
所
録
」
に
訂
正
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
本
節
に
挙
げ
た
諸
例
か
ら
す
る
と
、

お
そ
ら
く
は
臆
故
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

固
①
の
例
で
は
「
定
常
」
に
複
合
語
化
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
(
な
お
「
則
未
知
此
世
所
云
」
の
云
字
を
阪
刻
本
は
鳥
字
に
誤
る
)
。

そ
し
て
「
定
常
」
は
も
う
一
例
、
『
毛
詩
正
義
』
に
も
見
え
る
。

0
0

田
③
　
「
黒
身
自
右
目
崔
」
、
則
未
知
所
出
。
…
…
其
字
定
常
烏
攫
。
但
不
知
「
黒
身
自
髭
」
、
何
所
出
耳
。
(
N
0
-
-
-
-
O
a
)

「
そ
の
字
は
た
し
か
に
饉
字
と
す
べ
き
で
は
あ
る
。
た
だ
『
黒
身
白
(
駈
刻
本
は
日
に
語
刻
)
宅
』
が
何
を
出
典
に
す
る
の

か
が
分
か
ら
な
い
だ
け
で
あ
る
」
。

と
い
う
の
が
そ
れ
で
、
こ
の
場
合
は
事
実
の
確
定
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
以
下
の
「
定
是
」
も
そ
の
例
。

田
⑤
　
注
楚
減
至
比
之
○
正
義
日
、
楚
滅
諸
国
見
於
偽
者
、
哀
十
七
年
栴
文
王
願
申
息
。
荘
六
年
稀
楚
滅
邸
。
十
八
年
輪
武
王
克
樺
。
倍

五
年
減
弦
。
十
二
年
減
黄
。
二
十
六
年
減
変
。
文
四
年
減
江
。
五
年
減
六
。
又
減
蓼
。
十
六
年
減
膚
。
凡
十
一
國
見
於
侍
。
信
二

十
八
年
牒
日
韓
陽
諸
姫
、
楚
貿
義
之
、
則
楚
之
減
國
多
臭
。
言
九
轄
者
、
申
息
監
其
二
、
飴
不
知
所
謂
。
(
苧
○
邑

「
九
県
と
言
う
こ
と
に
つ
い
て
、
申
・
息
は
た
し
か
に
そ
の
う
ち
の
二
県
で
あ
る
が
、
そ
の
他
が
何
と
い
う
県
で
あ
る
か
は
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分
か
ら
な
い
」
。

臼
⑥
　
倍
二
十
八
年
俸
稀
「
脊
臣
蒙
馬
以
虎
皮
」
、
此
云
「
蒙
皐
比
而
先
犯
之
」
。
事
典
彼
同
、
知
皐
比
是
虎
皮
也
。
以
育
臣
之
事
雪
之
、

必
知
覧
虎
皮
。
其
名
目
皐
比
、
則
其
義
未
聞
。
(
○
∞
-
N
芭

「
膏
臣
の
事
か
ら
類
推
す
る
に
、
た
し
か
に
虎
皮
で
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
と
分
か
る
が
、
皐
比
と
名
づ
け
た
そ
の
意
味
は

未
詳
で
あ
る
」
。

0
0

田
⑦
　
先
達
通
信
、
末
有
解
者
。
古
書
亡
減
、
不
可
備
知
。
然
別
尚
書
周
官
是
成
王
統
令
之
討
。
尚
書
之
言
定
是
正
法
。
左
氏
復
興
彼
合
、

△
△

言
必
不
虚
。
周
祀
又
是
明
文
、
不
得
不
信
。
蓋
周
公
成
王
之
時
、
即
日
有
此
二
法
也
。
(
怠
-
-
の
a
)

「
〈
尚
書
》
の
言
葉
は
た
し
か
に
正
法
で
あ
り
、
《
左
氏
伝
》
も
ま
た
こ
れ
に
合
致
す
る
か
ら
、
そ
れ
は
決
し
て
虚
言
で
は
な

い」。

ま
た
以
下
の
「
定
」
一
字
の
数
例
、
「
定
似
」
二
字
の
複
合
語
が
一
例
有
る
が
、
い
ず
れ
も
事
実
の
確
定
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

○

間
者
先
間
作
之
早
晩
。
杜
意
定
以
獲
麟
乃
作
、
故
従
「
仲
尼
日
」
至
「
所
以
烏
終
」
、
明
作
之
時
節
、
兼
明
白
本
意
、
自
欲
制
作
、

感
麟
方
始
馬
之
、
非
是
先
作
春
秋
之
後
致
麟
也
。
(
0
-
-
N
U
b
)

○

大
都
至
九
之
一
〇
正
義
日
、
定
以
王
城
方
九
里
、
依
此
教
計
之
、
則
王
城
長
五
百
四
十
雉
、
其
大
都
方
三
里
、
長
一
百
八
十
雉
。

中
郡
方
一
里
、
又
二
百
四
十
歩
、
長
一
百
八
雉
也
。
小
郡
方
一
里
、
長
六
十
雉
也
。
(
O
N
-
-
訂
)

日
⑬
　
注
仲
尼
至
閥
之
○
正
義
日
、
公
羊
博
於
二
十
一
年
下
云
.
「
十
有
一
月
庚
子
、
孔
子
生
」
。
穀
梁
侍
於
二
十
一
年
十
月
之
下
云
「
庚

子
孔
子
生
」
。
二
十
一
年
貢
達
注
経
云
「
此
言
仲
尼
生
。
哀
十
六
年
夏
四
月
己
丑
卒
、
七
十
三
年
」
。
昭
二
十
四
年
服
虔
載
頁
連
語

○

云
「
是
歳
孟
倍
子
卒
、
属
其
子
使
事
仲
尼
。
仲
尼
時
年
三
十
五
」
。
定
以
孔
子
璋
寧
一
十
一
年
生
也
。
孔
子
世
家
云
「
魯
裏
公
二
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十
二
年
而
孔
子
生
。
年
七
十
三
、
魯
哀
公
十
六
年
夏
四
月
己
丑
卒
」
。
杜
此
注
従
史
記
也
。
(
合
-
N
-
a
)

O

B
⑬
　
此
「
龍
見
両
等
」
、
定
在
「
建
巳
之
月
」
。
而
月
令
記
於
仲
夏
章
者
、
鄭
玄
云
「
零
之
正
常
以
四
月
。
凡
周
之
秋
三
月
之
中
而
早
、

亦
情
等
祀
而
求
雨
。
因
著
正
等
於
此
月
、
失
之
臭
」
。
杜
君
以
鳥
月
令
奏
法
、
非
是
周
典
。
穎
子
厳
以
龍
見
即
是
五
月
。
繹
例
日

「
月
令
之
書
、
出
自
呂
不
毒
㍗
其
意
欲
畠
秦
制
、
非
古
典
也
。
…
(
O
の
-
-
命
)

0
0

田
⑫
　
若
然
淳
千
鳥
杷
所
井
、
定
似
不
虚
。
而
遷
都
淳
子
、
未
有
事
跡
。
自
薙
丘
而
遷
縁
陵
亦
可
知
臭
。
而
杜
必
言
「
遷
都
淳
干
、
又
従

淳
子
透
縁
陵
」
者
、
以
桓
六
年
淳
子
公
亡
國
、
嚢
二
十
九
年
又
杷
都
淳
子
、
則
淳
子
始
末
、
是
杷
之
所
有
、
又
杷
之
所
都
。
故
疑

未
都
縁
陵
之
前
、
亦
都
淳
子
也
。
(
O
u
-
-
N
b
)

○

圀
④
　
正
義
日
、
箋
意
定
以
正
月
焉
郊
。
何
則
正
朔
三
而
改
。
日
夏
而
上
推
之
、
高
辛
氏
以
建
寅
之
月
鳥
正
。
(
-
可
-
7
-
∽
b
)

○

圀
⑤
　
定
引
此
文
以
馬
武
王
之
項
、
故
知
「
武
王
伐
肘
時
、
封
諸
臣
有
功
者
」
、
封
鳥
諸
侯
。
(
-
①
-
か
ー
ー
浮
)

三
-
一
　
「
～
自
」

六
朝
漢
語
の
特
徴
と
し
て
、
接
尾
辞
を
伴
う
二
音
節
の
副
詞
・
接
続
詞
の
増
加
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
～
自
」
・
「
～
地
」
・

「
～
匝
・
「
～
来
」
・
「
～
然
」
・
γ
経
」
・
「
～
復
」
・
「
～
是
」
・
γ
常
」
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
『
五
経
正
義
』
中
に
も
こ
れ
ら
の

お
お
む
ね
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
別
稿
と
併
せ
て
順
次
取
り
上
げ
る
予
定
で
あ
る
が
、
本
稿
本
節
で
は
と
り
あ
え
ず
「
～
自
」
の
例

か
ら
始
め
た
い
。

か
つ
て
森
野
繁
夫
教
授
は
「
簡
文
帝
の
詩
に
見
え
る
『
～
自
』
に
つ
い
て
-
『
本
臼
』
を
中
心
と
し
て
ー
」
(
広
島
大
学
文
学
部
紀
要

第
三
二
巻
-
当
山
)
に
お
い
て
、
梁
の
簡
文
帝
の
作
品
に
見
え
る
「
本
臼
」
・
「
徒
自
」
・
「
定
日
」
・
「
巳
自
」
・
「
還
自
」
・
「
早
自
」
・
「
私
自
」
・

「
空
自
」
・
「
久
自
」
等
を
中
心
に
、
広
.
く
六
朝
時
代
の
「
～
自
」
の
用
法
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
参
考
に
、
『
五
経

正
義
』
中
か
ら
「
～
自
」
の
用
例
を
検
出
し
て
み
た
。
た
だ
し
、
志
村
氏
が
「
中
古
初
期
の
『
～
自
』
は
『
み
ず
か
ら
』
『
お
の
ず
か
ら
』
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と
原
義
を
保
有
す
る
場
合
も
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
各
語
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
の
実
質
は
な
お
つ
か
み
が
た
い
」
(
前
掲
書
九
〇
頁
)

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
.
「
～
自
」
が
完
全
に
接
尾
辞
と
化
し
て
は
い
な
い
も
の
も
有
る
よ
う
で
あ
る
。

以
下
、
紙
幅
の
都
合
上
、
本
稿
で
は
「
巳
自
」
・
「
既
自
」
・
「
各
自
」
・
「
昔
日
」
・
「
親
日
」
・
「
身
自
」
・
「
猫
自
」
・
「
私
自
」
・
「
早
目
」
・

「
猶
自
」
・
「
本
臼
」
・
「
先
日
」
・
「
宜
自
」
・
「
回
目
」
・
「
手
自
」
・
「
仇
自
」
　
の
用
例
を
一
例
ず
つ
挙
げ
る
に
止
め
た
い
。
ま
た
、
す
で
に
一

-
匡
①
に
「
別
自
」
、
二
1
日
⑦
に
「
即
日
」
の
例
が
有
っ
た
こ
と
を
附
記
し
て
お
こ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
最
後
の
「
仇
自
」
は
今
ま
で

あ
ま
り
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
無
い
よ
う
で
あ
る
が
、
『
公
羊
疏
』
に
は
頻
出
す
る
用
例
で
あ
る
。

因　　　田
(諺　　(む

00

且
他
国
之
告
有
詳
有
略
。
若
告
不
以
日
、
魯
史
無
由
得
其
日
而
書
之
。
如
是
則
常
時
之
史
、
亦
不
能
使
日
月
皆
具
。
常
時
巳
自
不

具
、
仲
尼
従
後
脩
之
、
芭
典
参
差
、
日
月
不
等
、
仲
尼
安
能
義
得
知
其
日
月
皆
便
所
同
。
去
其
日
月
則
或
害
事
之
先
後
、
備
其
日

月
則
古
史
有
所
不
載
。
自
然
須
曹
有
自
著
因
而
詳
之
、
啓
無
自
著
因
而
略
之
。
亦
恥
か
有
詳
略
、
不
可
以
鳥
褒
輿
故
春
秋
諸
事
、

皆
不
以
日
月
鳥
例
。
(
0
-
-
O
u
b
)

0
〇

五
経
題
扁
皆
出
注
老
之
意
、
人
各
有
心
、
放
題
無
常
準
。
此
本
鰹
博
別
行
、
則
経
侍
各
自
有
題
。
注
者
以
意
裁
定
、
其
本
難
可
復

知
。
(
O
N
-
0
-
a
)

0
0

且
脛
之
所
言
王
二
月
王
三
月
、
若
是
夏
股
之
王
、
昔
日
皆
言
正
月
、
何
以
言
王
二
月
王
三
月
乎
。
謂
之
二
月
三
月
、
其
王
必
是
周

王
、
安
待
以
爵
夏
段
王
也
。
(
O
N
-
O
の
a
)0

0

胃
④
　
諸
侯
有
敬
重
所
以
望
気
祥
也
。
公
既
親
自
行
此
視
朔
之
鐙
、
l
遂
以
某
日
往
登
敬
重
之
上
、
以
胞
望
雲
及
物
之
気
色
、
両
署
其
所
見

之
物
、
是
祀
也
。
(
O
N
1
-
等
)

0
0

目
⑤
　
「
訓
典
」
先
王
之
書
、
教
訓
之
典
。
取
其
言
以
語
之
、
故
言
「
告
之
」
。
「
法
制
」
謂
王
者
身
自
制
作
己
之
所
有
、
放
言
「
予
之
」
。

(
-
①
A
O
∞
b
)
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目
⑨

五経正義語彙語法節記(野間)

田
⑲

田
①

日
②

田
③

固
①

囚
①

00

進
謂
棄
其
後
者
猥
自
先
進
。
進
而
遇
覆
、
必
速
迦
奔
走
。
後
者
不
救
、
則
是
無
権
績
臭
、
無
糖
則
易
放
。
(
O
A
-
-
許
)

0
0

菅
文
身
鳥
覇
主
而
私
自
恨
邸
、
引
秦
共
伐
而
秦
人
背
之
。
失
其
所
典
、
則
鳥
不
知
。
得
免
不
知
之
読
、
巳
鳥
幸
臭
。
(
○
∞
-
-
評
)

劉
妓
云
、
此
志
三
云
者
、
情
有
洩
深
。
「
允
常
則
蹄
」
、
謂
彼
錐
可
勝
、
得
普
則
還
。
言
前
人
弱
於
己
也
。
「
知
難
而
退
」
、
謂
勝
不

可
必
、
雷
収
赦
。
言
前
人
輿
己
敵
也
。
「
有
徳
不
可
敵
」
、
謂
必
知
彼
担
、
不
須
興
競
。
言
前
人
疆
於
己
也
。
三
者
従
弱
毒
疆
、

放
言
「
晋
之
謂
臭
」
、
指
言
菅
疆
於
己
也
。
(
-
の
ー
ー
浮
)

劉
妓
以
鳥
、
弁
髪
二
物
、
以
童
子
垂
宅
鳥
髪
彼
両
壁
。
又
云
「
因
以
敏
之
」
者
、
謂
親
没
不
老
。
案
祀
加
冠
以
後
、
親
没
以
前
、

0
0

身
既
成
人
、
猶
自
重
垣
。
何
得
云
「
童
子
重
電
」
。
(
畠
-
○
命
)

0
0

君
父
以
罪
而
受
誅
者
、
如
闘
辛
之
徒
、
本
臼
不
合
怨
君
。
故
辛
亦
不
敢
怨
也
。
(
ひ
∞
-
-
N
b
)

0
0

明
其
先
日
次
比
、
非
孔
子
定
之
。
故
譜
於
此
不
言
孔
子
。
(
詩
語
序
-
○
註
)

0
0

故
知
謂
休
燕
問
畷
之
庭
、
宜
自
放
縦
、
猶
尚
有
常
、
則
朝
夕
學
動
、
亦
有
常
明
臭
。
(
-
ひ
ー
N
I
○
-
a
)

0
0

祭
法
云
「
有
天
下
者
祭
百
神
」
、
則
烏
天
子
者
固
日
馬
百
神
主
臭
。
(
-
可
-
-
-
○
旨
)

0
0

今
既
尊
賢
嘗
須
親
酌
手
自
授
之
。
故
知
「
不
便
其
弟
子
無
豊
」
也
。
(
∽
∽
-
-
評
)

彼
是
諸
侯
身
来
合
葬
非
使
人
、
伽
か
非
妨
也
。
以
此
義
勢
言
之
、
則
郷
解
王
輿
諸
侯
者
、
皆
是
使
人
、
非
如
如
来
也
。

(
0
-
-
N
O
b
)

(
未
完
)
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The study of Chinese language

in Wu Jing Zheng Yi 〈五経正義〉

Fumichika NOMA

This present paper is a study of Chinese language in Wu Jing Zheng Yi.

In this paper, I attempt to investigate three idioms as follows:

1. `Wei dang (馬首)" "Wei shi(馬是)"

2. "Ding (定)" "Ding shi (定是)"

3."-zi(一　日)"




